
東日本大震災宅地復旧事業

平成２９年１１月３０日
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仙台市都市整備局建築宅地部開発調整課

第38回 仙台市宅地保全審議会
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１．地震の概要

●地 震 名：平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震

●発生日時：平成23年３月11日14時46分

●震央地名：三陸沖（北緯38度06.2分、東経142度51.6分）

●規 模：マグニチュード9.0

●最大震度：震度７（宮城県栗原市）

●市内震度：震度６強 宮城野区、６弱 青葉区・若林区・泉区、５強 太白区

●津波の高さ：仙台港 7.1m（推定値）

※最大余震：４月７日 23 時 32 分 マグニチュード7.2 宮城県沖

震度６強 宮城野区、６弱 青葉区・若林区、５強 泉区、５弱 太白区

３分以上の揺れ

資料４



２．仙台市の被害概要

●人的被害：死者：904名 行方不明者：27名 負傷者：2,275 名（平成 29 年３月１日時点）

●建物被害：全壊：30,034棟 大規模半壊：27,016棟 半壊：82,593棟 一部損壊：116,046棟
（平成 25 年 9 月 22 日時点）

●宅地被害：地震による被害の程度が「危険」または「要注意」と確認された宅地：5,728 宅地

●津波浸水：被害を受けた世帯：8,110 世帯（うち農家 1,160 世帯）

●浸水面積：約4,500ha（うち農地約 1,860ha）

●市内被害額：推計額 約１兆 3,006 億円（平成29年３月１日時点）

内陸丘陵部の宅地被害 東部沿岸地域に到達した津波

市街地への津波の浸入を防いだ
高さ６ｍの高速道路（仙台東部道路）

食糧などを求めて並ぶ人々 公共施設の被害

10km

5km

浸水区域

●主な宅地被災箇所
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３．住まいの再建

津波被害を受けた東部沿岸地域から、より安全な内陸部へ移転する事業

（防災集団移転促進事業）で、移転先宅地の造成事業を行いました。

防災集団移転

内陸丘陵部の大規模な地すべり被害が発生した地域では、

公共事業による被災宅地の復旧事業を実施しました。

被災宅地の復旧

被災された方々のうち震災によって住居を失い、お住まいの確保に困っ

ている方を対象に、復興公営住宅（3,206 戸）の整備を進めました。

復興公営住宅の整備

震災からの復興に向けて最も重要な課題は、被災した方々が一日も早く平穏な元の暮らしを取り戻すことです。

仙台市では、住まいの再建に向けて、大きく3つの事業を実施しました。

内陸丘陵部の宅地被害と復旧状況（青葉区高野原一丁目）

復旧前 復旧後

防災集団移転先（上岡田地区）

復興公営住宅（泉中央南）
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４．宅地被害状況

仙台市内における宅地被害状況

・東日本大震災により、仙台駅からおおむね
5km圏内で、昭和30年代から昭和40年代にか
けて造成された住宅地を中心に、地すべりや
地盤の崩壊、宅地擁壁の損壊等、広範囲にわ
たり甚大な被害が発生した。

・「被災宅地危険度判定マニュアル」により
「危険」又は「要注意」宅地と判定された被
災宅地は仙台市内に5,728宅地となった。

この地図は、国土地理院の提供によるものである。

５．震災時の宅地被害状況（写真①：折立五丁目地区）
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【平面図（被災状況写真位置図）】

写真－１



６．震災時の宅地被害状況（写真②：緑ヶ丘四丁目地区）
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【平面図（被災状況写真位置図）】

写真－１

写真－２

写真－４

写真－３

２つの支援制度により
宅地復旧を支援

被災宅地の復旧事業について（その１）

公共事業区域内に存する宅地復旧を支援
（２,５２１宅地）

左記以外の被災宅地
（３,２０７宅地）（約４４％） （約５６％）

※仙台市が国又は県の補助を受けて施行する事業

公共事業による宅地復旧

・造成宅地滑動崩落緊急対策事業：169地区
※災害関連事業 9地区含む

助成金制度による宅地復旧

・東日本大震災被災宅地復旧工事助成金制度

土地所有者自ら行う擁壁等の復旧工事の費用のうち、
100万円を超える部分の90%を助成（上限額1,000万円）
※申請期限2015年3月末まで

地震による被害の程度が、｢危険｣または｢要注意」などと判定された宅地は、仙台市内に５，７２８宅地

７．宅地被害復旧・支援事業方針
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※仙台市独自の支援制度

公共事業による生活再建

・防災集団移転促進事業 ： 2地区

現地再建が可能か

可能

困難
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3,207 
(56.0%)

2,521 
(44.0%)

2,221 
(88.1%)

300 
(11.9%)

2,122 
(66.2％)

1,085 
(33.8%)

８．宅地被害復旧・支援事業進捗状況

未復旧・未補修

被災宅地（5,728宅地）の復旧状況

左記以外
の被災
宅地

公共事業
区域内

復旧・補修済

【公共事業】
◆仙台市が国、県から補助を受け施行する事業

①造成宅地滑動崩落緊急対策事業（１６０地区）
・広範囲にわたり盛土造成地内で地すべり等対策及び宅地擁壁等の復旧

H28年度末・完了  復興交付金事業

②災害関連地域防災がけ崩れ対策事業（９地区）
・３ｍ以上の損壊した宅地擁壁等の復旧

H27年度末・完了  既存事業特例措置（砂防事業）

2016.3.31現在

【助成金制度】
・交付申請778件 H27年3月31日申請受付終了
29年10月最後の1件交付完了

【未復旧・未補修宅地について】
①「要注意」の未復旧宅地：震災当時から僅かな「ひび割れ」・「目地開き」など
の軽微な被害であった。
②「危険」の未復旧宅地：余震及び大雨等の影響を踏まえ、長期的な安全性
について国が定める基準（宅地擁壁老朽化判定マニュアル）に沿って評価

早急の防災工事が必要とされる被害区分には該当せず、崩壊等の危険
性は認められない。

以上から宅地復旧事業終結（公共事業・助成金制度）

9

９．宅地復旧事業の経過

第一章第一節
宅地被害状況把握等

第一章第二節
二次災害防止対応対

（初期対応）

第二章

宅地復旧事業等
検討

第三章
公共事業による復旧

その１
滑動崩落対策事業

第四章
公共事業による復旧

その２
地域防災がけ崩れ対策事業

第五章
助成金制度による
復旧支援

第六章
現地再建が困難

防災集団移転促進事業

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

被災宅地危険度判定
概況調査（面的に被害状況把握）２，０７８宅地 ５，７２８宅地

H２５年３月３１日新規判定受付終了

二次災害の恐れのある地区
避難勧告・応急対策工事

被災宅地相談窓口対応
復旧工事等完了後
避難勧告解除

国へ支援要望

制度創設・要件緩和・
補助率拡充など

事業創設  事業化検討

助成金制度検討
分担金制度検討

事業実施に係る仕組みづくり

宅地保全審議会・技術専門委員会

変状メカニズム・復旧方針など専門的観点
から意見徴収

復興交付金事業
申請

１６０地区確定 基本設計・実施設計

設計等実務者会議：市担当者及び設計業務受託者
調査・安定解析・対策工基本設計・対策工法選定等手順書策定

工事実施
事業要件：H２４年度内工事着手

災害関連
補助交付申請

実施設計

工事実施
９地区

【共通】：工事完了に係る引継ぎ等

宅地復旧相談窓口開設
H２４年１月１０日
助成金申請受付開始
H２４年１月３０日

助成金申請受付終了
H２７年３月３１日

防集事業計画
大臣同意取得

・移転元地買取
・集団移転

移転跡地利用計画検討

移転跡地整備基本構想構築
地元住民による「公園まちづくり委員会」
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１０．公共事業による宅地復旧（滑動崩落緊急対策事業とは）

１１． 事業検討①（被災宅地・切盛図重ね）

橙：盛土
色が濃いほど盛土厚がある。

青：切土

被災宅地プロット

事業検討に活用
特に滑動崩落対策事業検討に必要
谷埋盛土OR腹付盛土か判断
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造成宅地滑動崩落緊急対策事業



１２． 事業検討 ②（事業面積・盛土条件等）

要件確認（谷埋）

切盛図で盛土確認

盛土厚確認

事業検討区域：図上面積確認

盛土上家屋数確認
赤点：被災宅地

要件確認（腹付）

切盛図で盛土確認

※旧地盤勾配の確認要
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造成宅地滑動崩落緊急対策事業

１３． 事業検討③（保全対象）

事業区域

地すべり
影響範囲の保全施設の有無

造成宅地滑動崩落緊急対策事業における保全対象

①道路（高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村
道のうち指定市道及び迂回路のないもの）、河川、鉄道
②地域防災計画に記載されている避難地又は避難路
③家屋１０戸以上
※赤字：復興交付金事業創設時の要件拡充

地すべり方向
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造成宅地滑動崩落緊急対策事業



大分類（被害形態） 小分類（すべり形態）

出典：国土交通省
「宅地耐震対策工法選定ガイドラインの解説」を編集 15

１４．変状メカニズム整理
造成宅地滑動崩落緊急対策事業

盛土

すべり面
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１５．対策工例：抑止杭工
造成宅地滑動崩落緊急対策事業

①床掘り

削 孔鋼管建込

鋼管杭ですべり
土塊を抑止する



すべり面

盛土
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１６．対策工例：網状鉄筋挿入工
造成宅地滑動崩落緊急対策事業

均しコンクリート

キャッピングビーム工

10°

コンクリート張工

4500

(足場工)

6
.
5
m
～
4
.5
m

6
.5
m
～
4
.
5m

網状鉄筋挿入工
削孔長 : φ115mm
芯　材 : D29mm

配置間隔 : @0.8m

削孔状況床堀、均しｺﾝｸﾘｰﾄ 芯材挿入
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１７．対策工例：アンカー工
造成宅地滑動崩落緊急対策事業

S=1:100標準断面図

定
着
長 =3

.0m

定
着
長 =3

.0m

アンカー工

▽71.34

鋼　　材：PC工より線
削 孔 径：φ90mm
打設間隔：d=4.0m
打設角度：α=25°
定 着 長：La=3.0m
全　　長：L=13.5～7.5m
設計荷重：Td=28.4kN/本

削 孔

ｺﾝｸﾘｰﾄ張工（完成ｲﾒｰｼﾞ）

挿 入



折立五丁目地区
【地区状況等】

・折立団地は昭和40年～47年代に造成され、地区
全体として「谷埋め盛土」に分類される。
・主たる盛土材は「礫混り粘性土」に分類され、
Ｎ=1～2程度を示し非常に柔らかく、地下水が豊
富である。

【変状メカニズム等】
素因：地下水が高い、Ｎ値２以下と柔らかい地質
誘因：震度6弱（青葉区の地震動）、長い揺れ（3
分以上）
被害形態：地震動により形成されたすべり面に
沿って、ブロック状に広域的なすべり変形に加
え、盛土表層部（ひな壇）の脆弱化が顕著であ
り、地盤強度低下による変形により、宅地擁壁の
転倒、宅地の陥没等が発生（複合すべり）
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１８．事業実施地区例① 変状メカニズム等（地区事例）
造成宅地滑動崩落緊急対策事業

折立五丁目地区：標準横断図
（仙台市青葉区：仙台駅より西部に位置）
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１９．事業実施地区例② 変状メカニズム等（地区事例）
造成宅地滑動崩落緊急対策事業
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３１．宅地被害形態（被害分類）
２０．宅地保全審議会

【被害形態・変状メカニズム検証】
①造成宅地滑動崩落緊急対策事業実施に係る調査結果検証
②先行１７地区における被害形態及び被害の素因・誘因等検証
③先行１７地区における変状メカニズム等検証
④先行１７地区を基本とする他地区の方針整理

【宅地復旧方針等の検証】
①仙台市宅地復旧事業の方針案に対する意見
②仙台市で実施する宅地復旧事業の進め方について
③「平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う造成宅地の被害に関する技
術的助言について」諮問答申（H24年1月24日諮問・H24年2月15日答申）

【対策方針案検証】
①造成宅地滑動崩落緊急対策事業実施に係る調査結果に基づく
被害状況把握
②先行１７地区における対策方針案検証
③先行１７地区を基本とする他地区の方針整理

【技術専門委員会設置】
・宅地保全審議会の下部組織

・地盤工学等に精通した学識経験
者（７名）により構成

・宅地復旧に関する技術的な検討
実施
（審議委員２名・特別委員５名）

・当委員会の結論を宅地保全審議
会へ報告
・合計１２回開催
（H23年6月第1回~H26年10月第12回）

【宅地保全審議会】
・技術専門委員会での検討内容に基
づき、宅地復旧事業の妥当性につい
て検証（第29回～第36回）
・合計８回開催
（H23年6月第29回~H26年10月第36回）

【仙台市】
無償使用貸借契約の締結

２１．事業実施に係る仕組みその１（滑動崩落防止施設の所有・管理等について）

【所有・管理権の検討における前提条件】
①滑動崩落防止施設が設置される用地：公共施設用地or民有地
②所有・管理する期間は、施設が機能している期間であり、長期に
わたり機能を保全する必要があること。

③用地は取得しない

④事業をスピーディに進められ、土地所有者等に理解を得られや
すいこと。
⑤ランニングコスト

【検討内容】
①地上権設定及び借地権（有償貸借契約）など、権利の登記
②無償使用貸借契約の締結
③土地所有者等への引き渡し

【宅造法等の扱い】
１．宅造法第15条第2項
「地すべり抑止ぐい等（グランドアンカー等の土留めを含め）の全
部又は一部を除却する場合は届出を要すると規定
※機能低下を起こす行為を行った場合は、宅造法第16条第2項の
規定に基づく勧告等に移行

【その他対応】
滑動崩落防止施設
保全条例制定

・施設に影響を与える範囲
を設定

・施設周辺で建築・掘削等
の施設に影響を及ぼす行
為は届出
・行為に対する指導助言
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２２． 事業実施に係る仕組み その２ （関係機関及び所有者等やりとり）

【土地所有者等の施工承諾を得る内容】
①工事への協力（工事内容説明のうえ）
②市が所有管理する施設を民有地内に設置
③市が復旧した個々の擁壁の引渡し
④工事に係り境界確定はしない
⑤個々の擁壁復旧に係る費用の一部の負担（分担金）

※工事概算額提示のうえ

【道路管理者等各公共施設管理者協議】
①設計協議
②各公共施設用地に設置する施設の管理引渡し
③設計協議、引渡しに関する事務手続き

【完成時の手続き等】
①工事完了のお知らせ：分担金額提示
②復旧した擁壁：引渡書・引受書の取交し
③市所有管理物：無償土地貸借契約

※土地貸借契約書には、施設保全に係る規
定及び転売等に地位の承継を規定

【完成時の手続き等】
①各公共施設管理者へ管理引継ぎ手続き

【地下埋設物管理者and電気通信管理者等】
①支障移転工事費用負担協議
②支障移転工事依頼及び支払い手続き等協議

【支障移転工事手続き等】
①費用負担協定等の締結
②費用負担協定等に基づく依頼及び支払い

※仮移設費用は原因者、本移設費用は施工
場所により、原因者100％or折半（仙台市道
内施工の場合）
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２３．滑動崩落防止施設保全等

滑動崩落防止
施設の保全

◆滑動崩落防止施設の保全条例
・施設周辺で行われる行為（掘削・建築行為など）に対し、条例に基づき届出を義務
付け、行為に対する指導助言を行う。

・指導助言に従わず、施設の機能低下を及ぼす恐れや、及ぼした場合には宅造法
に基づき勧告、是正命令を実施。

施設点検等の
実施

◆滑動崩落防止施設の点検等
・滑動崩落防止施設点検実施基準及び点検要領を策定し、平常時の点検及び大
規模地震時の点検等を実施
※大規模地震時は、業界の協力を得るための協定締結に向け庁内調整中
・施設管理台帳システムによる施設の一括管理

◆滑動崩落防止施設の維持管理
・暗渠管における管内清掃の実施及びグランドアンカー（アンカー緊張力保持）の
機能確認の実施
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２４．滑動崩落防止施設保全条例の概要①

◎ 施設上への建築物の
新築等
◎ 施設周辺での掘削
◎ 施設を損壊する行為

「造成宅地滑動崩落防止施設保全条例」制定

宅造法の届出・許可申請には該当しな
いが、施設の保全において、届出が必
要な行為について定め，住民や民間の
開発業者等に注意喚起

条例による届出が必要な行為
掘削の場合：滑動崩落防止施設（抑止杭）

施設保全に関する技術基準
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２５．滑動崩落防止施設保全条例の概要②

◎ 施設上への建築物の新築等
◎ 施設周辺での掘削
◎ 施設を損壊する行為

宅造法の届出・許可申請には該当しな
いが、施設の保全において、届出が必
要な行為について定め，住民や民間の
開発業者等に注意喚起

条例による届出が必要な行為
掘削の場合：滑動崩落防止施設（抑止杭）

●施設保全に関する条例及び運用

部材損壊
影響大！

・網状鉄筋挿入工は復旧が困難

・一時的な損壊の場合でも、影響大！
建物をセットバックするように指導！

新築の場合：滑動崩落防止施設（網状鉄筋挿入工）
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２６．最後に・・・・

◆被災状況の把握：被災宅地危険度判定など
◆復旧方針の検討：復旧スキームの構築、事業実施に係る仕組み構築
◆復旧事業の実施：関係権利者等の合意形成、工事発注、工事実施など

マンパワーの確保

震災時対応

【仙台市宅地復旧事業】
◆被災宅地危険度判定時：「被災宅地危険度判定連絡協議会」

広域支援・６３自治体（延べ８６３名）の皆様のご協力を得て
◆復旧方針の検討及び復旧事業実施時等：「他都市からの応援」

１２自治体（延べ３４名）の皆様からのご協力を得て
※組織新設：復興事業局宅地復興部（3課体制）・社会人経験者新規採用など
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